
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 3月 

平  生  町 
 

 

 

 

  

 

第三次 
 

平生町健康づくり計画 

 

［平生町健康増進計画・平生町食育推進計画］ 



は じ め に 

 

 近年、日本人の平均寿命は世界でトップクラスを維持しています。２０２５年には

５人に１人が後期高齢者になると予測されることから、近い将来の日本は、世界でも

類を見ないほどの「超高齢社会」になることが確実です。 

 また、昨今のライフスタイルの変化により、食生活、生活習慣等を原因とする生活習

慣病の急増や、寝たきり、認知症などの要介護を必要とする人が増加しており、いかに

して健康寿命を延ばしていくかが大きな課題となっています。 

 そのような中、国においては平成２５年度から１０年間を新たな計画期間と位置付

けた「健康日本２１（第２次）」のもと、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え

合いながら希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できる社会の実現に向け、

健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けた取組を進めています。 

 本町では、平成２９年度に「第二次平生町健康づくり計画」を策定し、町民の皆様が

「誰もが 健康で 生き生きと 暮らせる 協働のまちづくり」の理念に基づいて過

ごすことのできるよう、町民、地域、行政等が一体となり、健康づくりに向けた取組を

支援する体制を整備してまいりました。このたび、第二次計画の最終年を迎え、国・県

の動向やこれまでの取組の評価結果から明らかになった健康課題等を踏まえながら、

今後５年間の本町の健康づくりの指針として「第三次平生町健康づくり計画」を策定

しました。 

 今回の計画では、健康づくりの大切な要素である「栄養・食生活」「身体活動・運動」、

「休養、こころの健康」「飲酒・喫煙」「歯・口腔の健康」「健康管理」の６つの分野に

おいて、それぞれの行動目標を掲げています。 

 また、町民一人ひとりの健康づくりの実践（自助）に加え、各ライフステージに関わ

る家庭や地域をはじめとする様々な関係者・関係団体などが、それぞれの特性を活か

しつつ連携（共助）を図りながら、社会環境の整備（公助）を行うことで、個人の健康

づくりを総合的に支援してまいります。 

 結びに、このたびの第三次計画の策定に当たり、多大なるご協力をいただきました

平生町健康づくり推進協議会をはじめ、関係機関の皆様に対し、心から感謝とお礼を

申しあげます。 

 

 

 

令和３年３月 

 

                        平生町長 浅 本 邦 裕 
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１ 

 

 

１ 策定の趣旨 

  我が国では、生活水準の向上や医療技術の進歩などを背景に、国民の長寿化が進

む一方、不適切な食生活や運動不足などによる健康リスクの増大をはじめ、高齢化

の進展により、寝たきりや認知症などの要介護者の増加とともに、医療費や介護な

どに要する社会保障給付費が増大してます。 

  このため、個人の健やかで自立した生活を維持するためにも、健康寿命（健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を延ばすことが喫緊の課

題となっています。 

  このような健康をめぐる状況を踏まえ、国においては、「21 世紀における国民健

康づくり運動（健康日本 21）」をはじめ、「食育基本法」に基づく「食育推進計画」

などにより、国民の健康づくりや健全な食生活の定着などに向けた取り組みを推進

してきました。 

  本町では、これまで第一次から第二次にわたって、「平生町健康づくり計画」（第

二次計画から食育推進計画を包含）に基づき、町民の健康づくりや健全な食生活の

確立をめざして、さまざまな施策を推進してきました。 

  令和 2年度は、健康づくり計画（第二次）の最終年度にあたることから、これま

での取り組みの実績や目標に対する最終評価を行い、国や山口県が示す方針のほか、

関連する計画を踏まえ、「平生町健康づくり計画（第三次）」を策定し、町民の健康

づくりと疾病予防に重点を置いた取り組みを町全体で計画的に推進します。 

  

  計画の策定にあたって 第１章 



２ 

２ 計画の位置づけ 

 

 

 

〇第三次健康づくり計画 

  ・健康増進計画 

  ・食育推進計画  

地域住民の参加 

第３次やまぐち 

食育推進計画 

国 

県 

第３次 

食育推進基本計画 

健康日本２１ 

（第２次） 

健康やまぐち２１ 

計画（第２次） 

平 生 町 総 合 計 画  
 

《将来像》 

自然豊かな活気あふれる 幸せのまち 平生 

 

平生町地域福祉計画 

〇子ども・子育て支援事業計画 

〇高齢者福祉計画 

・老人福祉計画 

・介護保険事業計画 

〇障がい者福祉基本計画 

・障がい者基本計画 

・障がい福祉計画 

〇その他（地域防災計画など） 



３ 

３ 計画の期間 

  本計画は、令和３年度から７年度までの５年間とします。令和７年度には個別目標に向

けた取り組みの成果について評価の実施等を行い、その後の計画づくりに反映させていき

ます。 

  ただし、国の制度改革や社会情勢の変化に応じて、本計画の改定等の必要が生じた場合に

は、適宜改定を行うものとします。 

 

 

４ 計画策定の体制 

  医療、福祉、教育等、各分野の関係者や公募委員で構成される「平生町健康づくり推進会

議」を設置、令和２年度には「平生町健康づくり推進協議会」と改め、健康づくり・食育・

心の健康づくりの取り組みや、計画内容等について審議を行いました。食育については、

「食育委員会」を開催し、食に関する現状や課題等をさらに詳しく審議を行いました。 
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第 五 次 平 生 町 総 合 計 画 

 第四次平生町健康づくり計画 第三次平生町健康づくり計画 

評価 

平生町健康づくり推進協議会 



４ 

５ 健康づくりの考え方 

（１）健康の定義 

   健康とは、単に病気でないとか、虚弱でないということではなく、肉体的にも、精神的

にも、そして社会的にも、すべてが良好な状態にあることです。また、病気や障がいの有

無に関わらず、すべての個人がその持てる能力を十分に発揮して、生涯を通じた心身の良

好さや社会生活の中での自己実現を図り、生活の質の向上を目指そうとする過程も、健康

のひとつの姿です。        （ＷＨＯ世界保健機構による健康の定義） 

 

（２）「ヘルスプロモーション」とは 

   従来の健康づくりは、病気にならないための知識や情報を提供し、後は個人の努力に任

されていました。しかし、これからの健康づくりは、みんなで支え合い、気軽に取り組み、

生活の質を向上できるような住民参画型が求められています。このような考え方を「ヘル

スプロモーション」と呼びます。 

本計画では、住民の健康寿命延伸のため、個人の健康づくりの活動に対し、家族や地

域の人々、職場の仲間、専門機関、行政等が連携を図り、地域ぐるみで健康づくりを目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（３）食育とは 

   食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択す

る力を習得し、健全な食生活を実践できる力を育むことです。また、生きる上での基本で

あって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられています。 

特に社会環境や生活習慣が多様化した現代では、食をめぐる課題は依然として多く、

今後も継続して人生のライフステージに応じた取り組みが必要です。 

本計画は、食育基本法第１８条に規定する「市町村食育推進計画」として位置づけ、町

が食育を推進する上での基本的な指針とします。「健やかなからだ」と「豊かな心」の育

成に向け、生活習慣病を予防し健康寿命の延伸につながる望ましい食習慣の習得と、地

域の食文化を通して食の楽しさや感謝の気持ちを実感できる人間性を育むことを重点的

に取り組みます。また、食に関わる関係機関や団体等とさらに連携を強化し、効果的な

食育の推進を図ります。 

  

健康を支援する 

環境づくり 

(自助・共助・公助） 

生活の質 

の向上 

 

 

健康 

知識や技術の提供 
住民参画 

（住民組織活動） 

ヘルスプロモーション 

豊
か
な
人
生 



５ 

 

 

 

１ 平生町の現状について 

（１）統計から見る平生町 

 １）人口と高齢化率の推移 

    総人口に対する各年代別人口の割合では、年少人口と生産年齢人口はともに減少傾向

にありますが、高齢者人口は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）出生数の推移 

    出生数は、２０１４年（平成２６年）から２０１６年（平成 28年）までは横ばいでし

たが２０１７年（平成２９年）から２０１８年（平成３０年）までは減少傾向にあります。 
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山口県の母子保健 

健康に関する現状と健康づくりの課題 第２章 

■年齢３区分別人口の推移 

資料：住民基本台帳 

※出生率 人口 1000 人あたりの出生数のこと 
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６ 

３）平均寿命と健康寿命 

  平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。

平生町の平均寿命と健康寿命の違いは、２０１５年（平成 2７年）では男性０．９９年、

女性２．５６年であり、県より健康寿命が長くなっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県健康増進課、厚生労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
山口県健康福祉部健康増進課 
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７ 

４）死亡数の推移 

  死亡数は、２０１７年度（平成２９年度）が１９４人で最も多く２０１８年度（平成

３０年度）が１７２人と減少しましたが、2019 年度は１８６人と増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

住民基本台帳（各年３月末） 
 

５）死亡原因の推移 

主要死因をみると、男性は悪性新生物（がん）が最も多く、次に心疾患、肺炎、脳血管

疾患の順になっており、悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患は、全体の半数以上を占

めています。女性は、悪性新生物（がん）が最も多く、次に心疾患、肺炎、脳血管疾患の

順になっており、心疾患、悪性新生物、肺炎、脳血管疾患は、全体の半数以上を占めてい

ます。 

 
男性 女性 

201６年度 201７年度 201８年度 201６年度 201７年度 201８年度 

1位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 心疾患 心疾患 悪性新生物 

2位 肺炎 心疾患 心疾患 肺炎 肺炎 心疾患 

3位 心疾患 肺炎 肺炎 悪性新生物 悪性新生物 脳血管疾患 

4位 脳血管疾患 脳血管疾患 
他に分類さ
れないもの 

脳血管疾患 脳血管疾患 
他に分類さ
れないもの 

５位 
傷害及び死
亡の外因 

傷害及び死
亡の外因 

老衰 老衰 老衰 肺炎・老衰 

 

 

 

山口県保健統計年報 
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８ 

（２）国民健康保険から見る平生町 

１）一人あたりの医療費の推移      

被保険者一人あたりの全体医療費は 2015（平成 27）年度から 2019（令和元）年

度にかけて、県内平均は徐々に上昇していますが、平生町は 2017（平成２９）年度被

保険者数の減少及び入院患者が増加したことにより急上昇しています。 

 

  2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

平生町国保（円） 448,962  446,182  485,832  481,642  473,166  

県内平均（円） 432,319  435,854  447,912  452,340  468,146  

県内順位（上位から） 7 9 4 6 11 

第 2 期平生町国民健康保険保健事業実施計画：データヘルス計画 

 

 

２）年間疾病別分析及び生活習慣病分析 

疾病別の入院では統合失調症が最も多く、次にうつ病、３番目に脳梗塞となってい

ます。外来では、糖尿病が最も多く、次に高血圧症、３番目に慢性腎臓病（透析あ

り）となっています。 

 

２０１９年度（令和元年度）年間疾病別分析（入院・外来）    【上位 10 位】 

 疾病別（入院） 疾病別（外来） 

1位 統合失調症 糖尿病 

2位 うつ病 高血圧症 

3位 脳梗塞 慢性腎臓病（透析あり） 

4位 肺がん 関節疾患 

5位 慢性腎臓病（透析あり） 脂質異常症 

6位 大腸がん 統合失調症 

7位 関節疾患 乳がん 

8位 狭心症 不整脈 

9位 骨折 肺がん 

10位 肺炎 白内障 

平生町国民健康保険データベース医療費分析 



９ 

３）人工透析者の状況 

医療費が高額となる疾患の一つが人工透析です。人工透析にかかる医療費は一人あた

り年間 500 万円～600万円であるため、人工透析導入者が増加すると全体の医療費も

増加します。 

透析患者数はほぼ横ばいです。201９年度（令和元年度）では男性１１人、女性３人

であり、男性の方が多くなっています。 

平生町国民健康保険データベース（厚生労働省様式 3-7 2019 年 4 月） 

 

４）特定健康診査（特定健診）受診率 

  ２０１９年度（令和元年度）は２０１５年度（平成２７年度）と比べて上昇していま

すが、県や全国と比較すると、県平均は上回っていますが、全国平均は下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2 期平生町国民健康保険保健事業実施計画：データヘルス計画 
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１０ 

５）特定健診受診者に占める肥満者の割合 

  身長からみた体重の割合を示す体格指数（BMI）※が２５を超える肥満率をみると、女

性はほぼ横ばいで推移していますが、男性は２０１９年度（令和元年度）に増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平生町国民健康保険データベース 

 

 

６）特定保健指導実施率 

   特定健診を受診した人のうち、中性脂肪の数値や血圧が高い人など一定の基準を超え

た人に対して実施される保健指導を受ける人の割合が、２０１６年度（平成２８年度）

から減少しています。 
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１１ 

（３）介護保険から見る平生町 

要支援・要介護認定者数は、横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（４）各分野から見る平生町 

 

１）休養・こころの健康 

乳幼児を持つ母が子どもとゆっくり過ごす時間があると答えた人は、子どもの年齢が

上がるにつれて減少していますが、2016 年度と 2019年度を比較すると３・４か月

児と 3 歳児では過ごせる時間があると答えた人の割合が増えています。 
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１２ 

２）自殺死亡率 

２００９年（平成２１年）から２０１８年（平成３０年）の自殺死亡率※は、全国や県

と比較すると高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府 地域の自殺の基礎資料 

※自殺死亡率 人口 10 万人あたりの死亡者数のこと 

 

３）喫煙 

妊婦や 3歳児の母の喫煙率が 2016 年度に比べて 2019 年度は高くなっています。

父の喫煙率は 2016年度と 2019 年度の変化はありませんが、30～40％の父は喫煙

している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         すこやか親子 21 アンケート 
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１３ 

４）歯・口腔の健康 

1歳 6か月、3歳の歯科健診は、ほとんどの人が受診しています。 

妊婦歯科健診は 3割の人が受診しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1歳 6か月児と 3歳児のう歯罹患率は県平均よりも高い状況です。 
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１４ 

５）健康管理 

がん検診の受診率は、乳がん検診以外は県と比べて低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県健康福祉部医療政策課 
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１５ 

２ 第二次平生町健康づくり計画における事業評価 

 個別目標・指標 

栄
養
・
食
生
活 

自分に合ったバランスのよい食事をとろう 

主食・主菜・副菜のそろった食事を 1日 2回以上とる（週 6日以上） 

塩分を控えるために取り組んでいる 

栄養成分表示を参考にする 

事
業
評
価 

・健康づくりの集いやその他のイベントなどで食生活改善推進委員がパンフレットを

配るなど、食に対する意識の向上をはかっています。これらの活動等により、関心

のある人においては食に対する意識が高くなっています。 

・これからの活動は、新型コロナウイルスなど感染症予防についても考える必要があ

るため、オンラインを駆使する方法の検討が必要です。 

・主食・主菜・副菜のそろった「バランス食」を食べている人が多くなっています

が、広く「食事バランスガイド」を参考にしてもらうため、さらなる普及活動が必

要です。また、高齢者の家庭では気をつけて取り組んでいますが、共働きの家庭な

どでは出来合いの惣菜などですませる傾向が強いため、若い世代の家族への「バラ

ンスのよい食事」の普及が課題です。 

・離乳食学級で熱心に取り組んでいるお母さんもいますが、第 2、3子となると、忙

しくてついついできなかったということもあると思います。完全を目指さず「ここ

は市販に頼る」「ここは自分で」という考えも考慮し、「これならやれるかも」と思

ってもらえるレシピの普及なども必要です。また、自分で調理するのが苦手な人へ

は、最近はうす味で仕上げてある惣菜も多いため、惣菜の買い方などを示してもよ

いと思います。 

・食育に無関心な層へ、どのように普及啓発していくかが課題です。「減塩や野菜を

多くとることの大切さ」について、なぜ大切なのかを理解して知ってもらうための

啓発活動が必要です。 

・目標を決めても調査することが困難なため、正しい食事をすることで、どのような

効果があるか検証できないか、また項目についても検討の必要があると思います。 

地域の食文化を伝えよう 

地域の郷土料理を食べたり、地場産物を活用する 

「いただきます」「ごちそうさま」等のあいさつをする 

事
業
評
価 

地場産物 

・何が平生町の郷土料理なのか、はっきりわからないという意見があります。郷土料

理の伝承には、行政のさらなる後押しや、地域の食文化の大切さを自覚できるよう

な取り組みが必要です。また、以前レシピコンテストで作成した「伝えたい新しい

ふるさとの味」のレシピ集の活用について検討が必要です。 

・地場産物の活用については意識の差が激しく、また価格的にも割高となります。取

り扱いについても、特産品センターのみならず食料品スーパーにコーナーを設けて

もらうなど、普及に対する課題があります。 



 

１６ 

あいさつ 

・「いただきます」「ごちそうさま」という食事のあいさつは、小さい時からの習慣化

が大事です。両親も含め、あいさつについて、なぜこういうことを言うのかを伝え

ていく必要があります。学校教育では徹底しているので、若い世代や子どもたちは

よくできていると思う反面、大きくなって単身世帯や高齢者だけの世帯では、でき

ていないように思われます。手を合わせて「いただきます」「ごちそうさま」とい

う食事のあいさつが、だれがいようがいまいができる人になってほしいと思いま

す。 

・あいさつは、食文化というより道徳の範囲とも考えられるため、項目については検

討の必要もあると思います。 

身
体
活
動
・
運
動 

日常生活の中で意識してからだを動かそう 

日常生活において、健康の維持・増進のために意識的にからだを動かすように心がけて

いる 

事
業
評
価 

・筋トレ、ウォーキングしている人が近年多くなっていると感じます。コロナ対策を

しながらの体操教室などについても、よく頑張っていると感じます。中でも、百歳

体操の普及定着がすばらしく、交流センターで百歳体操をする人が増えています。 

・からだを動かそうとする意識はあがっていると思いますが、思っていても行動する

のが難しい人が多いのも現状です。1人でも自宅で行うことができる簡単な体操の

普及活動も必要です。また、いつでもだれでも運動したいと思うときに、からだを

動かせる場所、公園などで 1周する中で、いろいろな運動がマイペースでできる場

所が近場にある事も理想です。 

・「平生町独自の体操」を考案し、町民に広めていく事なども検討課題です。また、

目標を明確化して進める事が必要で、病院の利用度合等を目標にする事も検討して

よいと思われます。 

休
養･

こ
こ
ろ
の
健
康 

ストレスと上手につきあおう 

ゲートキーパー養成講座  自殺対策計画の策定 

事
業
評
価 

・ストレス対策は、健康づくりにとても大切な事柄です。「ゲートキーパー」につい

ては、あまり浸透していないようですので、普及啓発が必要です。・ストレスと上

手につきあう事と自殺対策のためというのは、極端すぎるとも思えます。項目につ

いては検討の必要もあると思います。 

飲
酒 

お酒と上手につきあおう 

適正飲酒を知っている 

事
業
評
価 

・人によって適正な量は違いますが、きちんと適量を知って飲酒する必要がありま

す。適正飲酒量の認知のための普及活動（広報等）が必要です。また、酒（アルコ

ール類）によって健康を害している人がどのくらいいるのかについての分析が必要

です。 



 

１７ 

喫
煙 

たばこの害から身を守ろう 

 COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っている 

事
業
評
価 

・喫煙者は減少していると感じます。電子たばこの有害性についても一考しないとい

けません。禁煙活動をどうするか、禁煙外来についても活用を促す必要がありま

す。 

・子どものころから、たばこの害についてよく教育していくことが大事です。子ども

の教育への取り組みを促進する必要があります。 

・新型コロナウイルス感染症による重篤化との因果関係による禁煙の推奨など、さら

なる研究も必要です。また、たばこは 0％を目指すべきとの考えもあります。 

歯
・
口
腔
の
健
康 

いつまでも自分の歯でおいしく食べよう 

何でもかんで食べることができる 

事
業
評
価 

・歯と口の健康は食べることに直結しており、さらに意識を高めていく必要がありま

す。 

・母親の子どもの歯への意識がとても高く、近年、子どもの虫歯はずいぶん少なくな

っているようです。引き続き歯科医師等の協力を求めながら進めていく必要があり

ます。 

・入れ歯でも食べることができます。自分の歯が何本あるかなど、定期的に歯科に行

って管理している人がどのくらいいるか、適切な虫歯の処置を行っているか、分析

も必要です。 

・子どもも大人も、いい歯コンテストのようなイベント等による啓発も大切です。 

健
康
管
理 

がん検診、健康診査を受けよう 

事
業
評
価 

・全員とはいかなくても、誘い合って受診する人も多くなっているようです。 

・がんは怖いとは思いますが、私は大丈夫と思っている方もいます。闘病中の方か、

克服された方など、生の声を届けて検診の重要性を呼びかけるのも 1つの手法で

す。 

・地道な広報しかありませんが、PRの方法については検討が必要です。願望と目標

は違うため、検診ではどのくらいのがん患者が見つかっているから受診が必要です

など、検診を受けたくなるような情報も必要です。また、推進委員会の設置などに

より、健診方法にも課題がないか検討する必要があります。 

生活習慣を見直そう 

事
業
評
価 

・食べ物が豊富で簡単に買うことのできる時代のため、必然的に肥満に陥る人が増え

ています。1日 1日の積み重ねが大切であり、バランスのよい食事、適度な運動の

継続等に関連づけながら取り組む必要があります。また、医師や保健師、栄養士の

連携のもとで、町民一人ひとりに食生活や運動の見直し、特定健診の重要性につい

てアピールをする必要があります。 

・「生活習慣」についてでは範囲が広すぎてピンとこないため、どのような習慣がよ

くて、どのようなことが悪いのか、項目を明確化する必要があります。 



 

１８ 

３ 健康づくりの施策体系 

 

 

＜取り組み分野・◆重点目標＞ 
 

１．栄養・食生活 

◆自分に合ったバランスのよ

い食事をとろう 
 

２．身体活動・運動 

◆日常生活の中で意識してか

らだを動かそう 
 

３．休養・こころの健康 

 ◆ストレスと上手につきあお

う 
 

４．飲酒・喫煙 

 ◆お酒と上手につきあおう 

◆たばこの害から身を守ろう 
 

５．歯・口腔の健康 

◆いつまでも自分の歯でおい

しく食べよう 
 

６．健康管理 

◆がん検診、健康診査を受け

よう 

◆生活習慣を見直そう  
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健康づくりや健康寿命の延伸に向け、

それぞれ目標を定めました。 



 

１９ 

 

 

 

１ 栄養・食生活 

◆自分に合ったバランスのよい食事をとろう 

  高血圧や糖尿病等の生活習慣病に関連する罹患率が高い状況

です。いつまでも元気で生き生きと過ごすために、誰もが自分の

からだや活動に合ったバランスのよい食事や食習慣を身につけ、

実践できるよう普及啓発や情報提供の充実を図ります。 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 
・体重や体調を管理し、「食事バランスガイド」を参考にして、主食・主菜・副菜
のそろったバランスのよい食事に関する知識や情報を入手しましょう。 

乳幼児期 
・離乳食学級などで、発達段階に応じた食事やうす味など望ましい食生活を実践
するための知識や技術を入手しましょう。 

・１日３食の規則正しい食習慣を身につけましょう。 

学童期 
思春期 

・「早寝・早起き・朝ご飯」に心がけ、好き嫌いなくバランスよく食べられるよう
になりましょう。 

・食べ物の働きや適量を知り、自分に合った食事を学びましょう。 
・食事のあいさつなど、感謝の気持ちを伝えましょう。 

青年期 
壮年期 

・「食事バランスガイド」を参考に、主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい
食事を取るなど、日々の食事や食習慣に気をつけましょう。 

・メタボリックシンドロームの予防や改善のため、生活習慣病に注意し、減塩習
慣を身につけ、食品表示や食品衛生など食の安全にも関心を持ちましょう。 

高齢期 

・生活習慣病に注意し、減塩習慣を身につけましょう。 
・体調に合わせ、１日３食バランスのよい食事をして、体重の減少に気をつけま
しょう。 

・町の健康相談での栄養相談や、男性の生活習慣病予防教室などで、低栄養予防
の食事やその重要性についての知識を身につけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平生中学校ふるさと体験学習 

男性のための料理教室 

  第３章

第１章 

健康づくりの具体的な取り組み 



 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「食事バランスガイド」は、５つの料理グループ（主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物）からできていて、どれかが足りないとコマ

が倒れてしまいます。 

・それぞれのグループをどれだけ食べたらよいかの量は、１つ、２つ…と「つ（SV）」で数えます。 

 ※SVとは、サービング（料理の単位）の略 

・それぞれの「つ」は、グループごとに数えます。たとえば、主菜をたくさん食べるために副菜を減らす、といったことはできません。 

・「食事バランスガイド」は、健康な人が対象です。糖尿尿や高血圧などで、医師や管理栄養士の指導を受けている人は、そちらの指示に

したがってください。 

 

【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関等 取り組み内容 

地域、 
各団体等 

・日頃から地域で交流を図り、家族や仲間といっしょに食事を楽しみます。 
また地域の行事や世代間交流の場の充実を図り、共食の機会や食の体験の場を
増やします。 

・地元食材の活用を推進し、地域の郷土料理や行事食を伝えます。 
・食育を推進する次世代の人材育成に努めます。 

食生活改善
推進協議会 

・健康づくりの集いや町主催行事、幼稚園、小・中学校、各地域などでの食を通
した健康づくりを推進します。 

・「食育の日」や「食育月間」の定着を図ります。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・園児や児童生徒、また保護者に対する食育を推進します。 
・地産地消の取り組みを推進し、地元野菜の栽培や収穫、行事食や郷土料理を取
り入れた食の体験の場や共食の機会を増やします。 

 

●食事バランスガイド 



 

２１ 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・地域の各団体などへの出前講座や健康相談、保健センターでの栄養相談や離乳
食学級、家庭訪問等により、食に関する情報提供に努め、食育についても推進
します。 

・男性の生活習慣病予防教室やレシピコンテストなどを開催し、食生活改善につ
いての体験の機会を増やします。 
また、「伝えたい新しいふるさとの味」レシピ集の活用や、若い世代へのバラン
スのよい食事などの普及の方法を検討します。 

・食生活改善推進員の養成と研修会等による活動を支援します。 
・広報やホームページなどにより、バランスのよい食事や減塩、食品表示の見方
など食に関する正しい知識の学習機会や情報提供の充実を図ります。 

 また感染症予防の観点から、オンラインによる普及啓発についても検討しま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成２９年度） 

目 標 
（令和７年度） 

主食・主菜・副菜のそろった食事を 1 日 2 回以上とる

人の割合（週に４～５日以上） 
７９．０％ 増加 

塩分を控えるために取り組んでいる人の割合 ６７．４％ 増加 

栄養成分表示を参考にする人の割合 ３５．１％ 増加 

（山口県 健康づくりに関する県民意識調査） 

  

おやこの食育教室 

写真・イラスト 



 

２２ 

 

２ 身体活動※１・運動※２ 

◆日常生活の中で意識してからだを動かそう 

からだを動かすことで、肥満や生活習慣病、循環器疾患やがん、加齢に伴う生活機能の低下、認知

症などのリスクを下げることができると言われています。時間に余裕がない人でも、普段の生活の

「ながら・すき間時間」を利用して、積極的にからだを動かすことを日常生活の中に取り入れられる

よう、身体活動を含んだ運動に関する情報の発信を行います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 
・適度に身体を動かして体重や体調に注意し、安全な出産と子どもの健全な発育
に備えましょう。 

乳幼児期 
・いろいろな身体を動かす遊びを経験しましょう。 
・育児学級などに参加して、親子でふれあい遊びなどを学びましょう。 

学童期 
思春期 

・外遊びや学校・地域のクラブなどに参加して、運動・スポーツをする時間を増
やしましょう。 

・地域で開催されるスポーツ行事などに、積極的に参加しましょう。 

青年期 
壮年期 

・「プラス１０から始めよう！」を参考に、いろいろな運動を経験して、生涯続け
られる運動を見つけましょう。 

・年齢や能力に応じた運動を行う習慣を身につけましょう。 
・メタボリックシンドロームやロコモ予備軍とならないため、すき間時間を活用
した運動を行ったり、自動車やエレベーターなどに頼らず積極的に歩いたりし
ましょう。 

高齢期 

・「プラス１０から始めよう！」を参考に、年齢や能力に応じた運動を行う習慣を
身につけましょう。（ウォーキング、ストレッチ、体操、筋力トレーニング、レ
クリエーション活動や軽スポーツなど） 

・買い物や散歩など、転倒に気を付けながらも積極的に外出しましょう。 
・いきいき百歳体操や高齢者筋力向上トレーニング教室、地域のサークル活動な
どに参加して、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）にならないように
適度な運動をつづけましょう。また、症状がある場合は適切な治療を受け、健
康な足腰を保ちましょう。 

 

 

いろいろな教室やイベントで 

簡単に続けられる運動の紹介や

体力チェックを行っています。 
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【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関等 取り組み内容 

地域、 
各団体等 

・家族や友人に声をかけ、一緒に歩く習慣をつけます。また職場で階段を使うな
ど、できるだけからだを動かすよう声をかけ合います。 

・地域の行事では運動や体力づくりに関する取り組みを行い、町や地域で開催さ
れるスポーツ行事にも、声をかけ合って参加します。 

・いきいき百歳体操や高齢者筋力向上トレーニング教室の普及に取り組みます。 

体育協会・
スポーツ推
進委員等 

・ひらおウォーキング大会や平生町ファミリースポーツ・レクリエーション大会、
各種スポーツ教室などを開催し、スポーツを通した健康づくりを推進します。 

・「平生町独自の体操」の考案検討なども含め、すき間時間などにできる簡単な体
操の普及定着を図ります。 

医師会 ・ロコモティブシンドローム・メタボリックシンドローム予防や治療を行います。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・運動遊びや体育、部活動などを通して、運動の大切さを伝え、体力の向上に取
り組みます。 

 

厚生労働省 

 



 

２４ 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・生活の中でできる運動を含め、「プラス１０から始めよう！」の普及に努めます。 
・いきいき百歳体操や高齢者筋力向上トレーニング教室を開催し、さらなる普及を
図ります。また、ウォーキングマップの見直しを適宜行い、ウォーキング手帳と
ともにウォーキングマップの普及啓発に努めます。 

・各種スポーツ行事の開催や、スポーツサークル活動、高齢者の地域活動など関係
団体の支援を行います。 

・広報やホームページなどによって、すき間時間を活用した運動やロコモティブシ
ンドローム・メタボリックシンドローム予防に関する情報提供の充実を図りま
す。 

・いつでもだれでも運動できるような身近な公園となるように、適切な維持管理を
していきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成２９年度） 

目 標 
（令和７年度） 

日常生活において、健康の維持・増進のために意識的に

からだを動かすように心がけている人の割合 
７１．０％ 増加 

（山口県 健康づくりに関する県民意識調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ひらおウォーキング大会 

高齢者筋力向上トレーニング教室 

健康づくりの集い 

いきいき百歳体操 



 

２５ 

３ 休養・こころの健康 

◆ストレスと上手につきあおう 

  ストレスは誰にでもあることですが、過度なストレスは心身の健康を害す可能性があります。う

つやストレスについての対策や正しい知識を得る機会を増やします。 

つらい時は一人で抱え込まずに SOS を出し、誰も自殺に追い込まれることのない地域づくりを

推進します。 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 
乳幼児期 

・家族で出産や育児について話し合いの時間を持ちましょう。 
・産前産後、乳幼児期の不安は、一人で悩まず子育て世代包括支援センター「カ
ンガルーム」に相談してみましょう。また、保健センターの幼児健康診査や育
児相談、家庭訪問などでも、悩みがあれば相談してみましょう。 

・育児学級などに参加して仲間をつくり、悩みや不安を相談しあって心身の安定
を図りましょう。 

・育児は家族で協力して、負担軽減を図りましょう。 

学童期 
思春期 

・１日３食の規則正しい食習慣、バランスのよい食事、早寝・早起きによる十分
な睡眠と休養を取る習慣を身につけましょう。 

・スポーツを行うなど、適度な運動をしましょう。 
・運動を行ったり趣味を楽しんだり、自分に合ったストレス解消法を見つけまし
ょう。 

・家族や友だちなど身近な人に、さまざまな事を話し合える関係を築きましょう。
また、悩み事や心配なことは一人で抱え込まず、身近な人に相談しましょう 

青年期 
壮年期 
高齢期 

・規則正しい生活、バランスのよい食事と十分な睡眠を心がけましょう。 
・適度な運動を行ったり趣味を楽しんだり、自分に合ったストレス解消法を実践
しましょう。 

・職場や地域の行事などに積極的に参加し、仲間との出会いを大切にしましょう。
また、高齢となっても、積極的に外出して人との交流を楽しみましょう。 

・心の病気についての理解を深め、自分自身や身近な人に悩みがあるときは、一
人で抱え込まず身近な人に相談し、「気分が落ち込む」「眠れない」状態が続く
場合は、早めに専門家に相談しましょう。また、こころの健康相談、いこいの
場に参加してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （保健センター内） 

思春期体験学習 

子育て世代包括支援センター 
「カンガルーム」 



 

２６ 

【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関等 取り組み内容 

地域、 
各団体等 

・家族や身近な人のこころの SOSに気づくよう努めます。 
・地域サロンや地域交流センターなどでの活動を通じて、人との交流を持ちます。 
・話を聞いて、必要な支援につなげ、地域や職場で温かく見守ります。 

企業・事業
所等 

・従業員の心身および体調管理など、メンタルヘルス対策に取り組みます。 

母子保健推
進員 

・訪問活動や輪づくり運動等を通じて妊産婦や親子を見守り、保健師と連携して
不安やストレス軽減を図ります。 

民生委員・
児童委員等 

・地域の人を見守り、さまざまな相談に応じて状況に応じた情報の提供を行いま
す。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・園児や児童生徒について健康観察を行い、教職員と心理を専門とするスクール
カウンセラーや関係機関が連携して、ケースに沿ったメンタルヘルス対策に取
り組みます。 

 

 

 

 

ゲートキーパーは、悩んでいる人のサインに気づいて、声

をかけ、気持ちを傾聴するなどの役割があります。 

ゲートキーパーは、特別なものではなく、悩んでいる人の

身近にいる誰もがなれるものです。 

 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・幼児健康診査や育児相談、家庭訪問等を通じて子育てに関する悩みや相談を行
います。また、産後に不安がある場合は、産後の心身ケアなどのサポート事業
として産後ケア事業を行います。 

・学校と連携を図り、中学生を対象とした「思春期講座」「思春期体験学習」を通
じて性と生の大切さを学ぶ機会を設けます。また、地域包括支援センターや介
護保険事業所等との連携を図り、見守りや気づきを促します。 

・こころの健康相談、いこいの場を開催します。またゲートキーパー養成講座を
開催し、自殺を未然に防ぎます。 

・広報やホームページなどによって、こころの健康ならびに自殺予防に関する情
報を提供します。 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成２９年度） 

目 標 
（令和７年度） 

日常生活の中で悩みやストレスがある人の割合 ５８．１％ 減少 

自分なりのストレス解消法を持っている人の割合 ７０．７％ 増加 

（山口県 健康づくりに関する県民意識調査） 

誰もがなれる 
「ゲートキーパー」 
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４ 飲酒・喫煙 

◆お酒と上手につきあおう 

飲酒は、ストレスを緩和し楽しみのひとつとなりますが、

一方、過度な飲酒は生活習慣病やアルコール依存等の要因とな

ることから、飲酒の健康への影響や適切な飲酒量など、正しい

知識の普及啓発を行うとともに、アルコールによる健康障害

への対策を推進します。 

 

 

◆たばこの害から身を守ろう 

喫煙や受動喫煙が健康に与える影響について普及啓発を行うととも 

に、禁煙の意思のある人への支援を行います。 

 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 
・お酒とたばこが胎児に及ぼす影響を理解し、飲酒・喫煙をしないようにしまし
ょう。 

・家族にも禁煙への理解を深めてもらい、受動喫煙を防止しましょう。 

乳幼児期 ・家族で禁煙するなど、子どもへの受動喫煙を防ぎましょう。 

学童期 
思春期 

・お酒とたばこが健康や身体の発育に影響することを学び、飲酒・喫煙は絶対し
ないようにしましょう。 

青年期 
壮年期 
高齢期 

・未成年の飲酒・喫煙は絶対しないようにしましょう。 
・たばこが健康に及ぼす影響を正しく理解し、禁煙に取り組みましょう。一人で
の禁煙が難しい場合は、禁煙外来などを利用しましょう。 

・喫煙者はマナーやルールをきちんと守りましょう。 
・適正飲酒の量を知り、適正飲酒を心がけ、休肝日も設けましょう。 
・アルコール依存に気がついたら、一人で悩まず専門機関に相談しましょう。 

 

【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関等 取り組み内容 

地域 
・地域での禁煙や分煙の意識啓発を図ります。 
・地域の集まりなどでは、飲酒・喫煙マナーを守ります。 

企業・事業
所等 

・健康増進法を順守し、禁煙や分煙に取り組みます。 

医師会 ・禁煙やアルコール依存などの医療相談を行います。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・お酒とたばこが健康や身体の発育に影響することを教えます。 

 



 

２８ 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・町の公共施設は敷地内禁煙とし、受動喫煙防止を推進します。 
・健康相談や広報・ホームページなどにより、適正飲酒の量や喫煙が健康に与え
る影響についての情報提供を行います。 

・COPD※(慢性閉塞性肺疾患)等喫煙が関係する病気等の情報提供を行います。 
・禁煙やアルコール依存に対する相談や支援、専門機関の紹介などを行います。 

※COPD 

従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称。「タバコの煙を主とする有害物質を長期に吸入暴露することで

生じた肺の炎症性疾患」喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病と考えられている 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成２９年度） 

目 標 
（令和７年度） 

「節度ある適度な飲酒」が１日平均１合程度（清酒換算）

であることを知っている人の割合 
６１．１％ 増加 

喫煙者の割合 １６．３％ 減少 

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っている人の割合 ３９．９％ 増加 

（山口県 健康づくりに関する県民意識調査） 
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５ 歯・口腔の健康 

◆いつまでも自分の歯でおいしく食べよう 

歯と口は食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要な役割があり、歯と口が健康な人は幸福

感が高いと言われています。乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じて歯と口の健

康づくりに取り組むことができるよう、歯と口の健康の重要性やケアの方法など正しい知識

の普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 
・むし歯や歯周病の感染など、歯と口の健康について正しい知識を身につけ
ましょう。 

・妊婦歯科健診を受診しましょう。 

乳幼児期 
・幼児健康診査等を通じて、子どものむし歯予防の知識や正しいブラッシン
グなどを学びましょう。 

・食後など歯磨きの習慣を身につけ、子どもの歯の仕上げ磨きをしましょう。 

学童期 
思春期 

・よく噛んで食べる習慣を身につけしましょう。 
・食後など、丁寧な歯磨きを行い、むし歯や歯周病予防に努めましょう。 
・むし歯になった場合、きちんと治療しましょう。 

青年期 
壮年期 
高齢期 

・定期的な歯科健診を受け、むし歯や歯周病予防に努めましょう。 
・食後など、丁寧に歯磨きを行い、歯間ブラシやデンタルフロスなども活用
しましょう。 

・歯や口腔で治療が必要な場合は、早期に治療しましょう。 
・義歯（入れ歯）は清潔に保ちましょう。 
・80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つ「8020」を目標にしましょ
う。 

 

【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関等 取り組み内容 

地域 ・地域での歯と口の健康の意識啓発を図ります。 

歯科医師会 
・歯科健診など、定期的な受診を推進し、歯と口の健康についての正しい知
識の啓発に努めます。 

・歯や口腔に対して、適切な治療を行います。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・歯科保健に関する知識の普及啓発に努め、むし歯や歯周病の予防に取り組
みます。 

1 歳 6 か月児健康診査での 
ブラッシング指導 

いろいろな教室やイベントで 

歯と口の健康についての相談、

情報提供を行っています。 
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○病名の字が赤いものは生活習慣病、青はそれ以外の歯周病と関係がある要注意の病気です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バージャー病 

手や足の指先が青紫色になって強い痛みがおこり、潰瘍になってひどくなると細胞が死んでしまう（壊死）病気。

喫煙者に多い。（「からだの健康は歯と歯ぐきから」） 

 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・妊婦歯科健診により、妊娠中の歯と口の健康に関する歯科指導や歯科健診を行
います。 

・幼児健康診査等を通じて、乳幼児の保護者を対象に、子どもの虫歯予防の知
識、正しいブラッシング法の普及啓発を行います。 

・広報やホームページなどにより、歯と口の健康や生活習慣病との関係について
の啓発を行います。 

・80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保つ「8020 運動」の啓発に取り組み
ます。 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成２９年度） 

目 標 
（令和７年度） 

何でもかんで食べることができる人の割合 ７９．１％ 増加 

（山口県 健康づくりに関する県民意識調査） 

 

動脈硬化 

高血圧や脂質異常が進んで、
血管が厚く硬くなった状態。
血液がスムーズに流れない虚
血性の心臓病や脳卒中の原因
になります。 

心内膜炎 

歯周病は歯を失う大きな原因です。歯は、食べ物がはじめて出

会う「消化器」であるだけに、歯周病で歯を失うと、からだ全体に

大きな影響が及びます。 

 

歯と口と 
生活習慣病の関係 

がん 

歯周病菌によって炎症が起こ
り、それが続くことで正常細
胞に異常をきたし、発がんに
結びつくという説も出てきて
います。 

糖尿病 

血糖値が高い状態が続
いておこります。ひど
くなると、さまざまな
合併症をもたらし、歯
周病もその一つといわ
れています。 肥満 

肥満はさまざまな生活習慣病の温
床です。最近、おなかに脂肪がつ
く内蔵型肥満がメタボリックシン
ドロームの大きな原因になるた
め、とくに問題になっています。 

認知症 

胎児の低体重・早産 

バージャー病※

※こえ※※ 

肺炎 

狭心症・心筋梗塞 

心臓の血管に栄養を送る冠
動脈が狭くなったり、詰ま
ることで起こる病気です。
動脈硬化が進行しておこり
ます。 

骨粗しょう症 
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６ 健康管理 

◆がん検診、健康診査を受けよう 

  各種検診・健診は、さまざまな病気を早期発見するためにとても重要な役割を果たしていま

す。中でも、死亡原因の第１位であるがんについては、がんの発生を予防するとともに、検診に

よってがんを早期に発見し、適切な治療につなげることが重要です。 

一人ひとりが、自分のからだの状態を知り、生活習慣を見直すことができるよう、がん検診や

健康診査の情報提供の充実を図ります。 

 

◆生活習慣を見直そう 

  高血圧は脳卒中の危険因子でもあり、高血圧を予防することは脳卒中などの後遺症に悩む人

や寝たきりを減らすことにもつながります。また、糖尿病は発症すると治癒することはなく、放

置すると様々な合併症を引き起こし、QOL の低下や医療費負担が増大します。そのため、高血

圧症予防と糖尿病予防の取り組みを重点的に推進します。 

 

【一人ひとりの取り組み】 

ライフ 
ステージ 

取り組み内容 

妊娠期 ・定期的に妊婦健康診査を受診しましょう。 

乳幼児期 
・産婦健康診査を受診しましょう。 
・乳幼児健康診査を受診して、子どもの発育状況の確認をしましょう。 
・子どもの予防接種を受けましょう。 

学童期 
思春期 

・規則正しい生活やバランスのよい食事、十分な睡眠を取るなど、自分自身で健
康管理ができるようになりましょう。 

青年期 
壮年期 
高齢期 

・規則正しい生活とバランスのよい食事（減塩）や十分な睡眠を取り、適度な運
動も行いましょう。 

・定期的にがん検診や健康診査を受診して、病気の早期発見に努めましょう。ま
た、特定保健指導や各種予防教室に参加して、高血圧や糖尿病などの生活習慣
病に対する予防や健康づくりの意識をしっかりと持ちましょう。 

・普段から家庭で血圧と体重を測定しましょう。 
・かかりつけ医を持ち、病気になった場合には、適切な治療に取り組みましょう。 
・各種予防教室や地域行事などにも参加して、健康づくりに役立てましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男性の生活習慣病予防教室 
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【地域・関係団体・行政の協働の取り組み】 

団体・機関

等 
取り組み内容 

地域 
・家庭や地域で誘い合ってがん検診や健康診査を受けるなど、健康管理の意識
啓発を図ります。 

医師会 
・かかりつけ医や集団検診・健診への定期的な受診を推進します。 
・生活習慣病やさまざまな病気に対する正しい知識の普及啓発に努め、また適
切な治療を行います。 

企業・事業
所等 

・がん検診や健康診査、また妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、若者健診、予
防接種などを受けやすい環境づくりを推進します。 

保育園、幼稚
園、学校等 

・園児や児童生徒が、健康管理に関する正しい知識を持てるように取り組みま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政の取り組み】 

機関等 取り組み内容 

行政 

・広報やホームページなどによって、規則正しい生活とバランスのよい食事（減
塩）や十分な睡眠、また運動の大切さなど、高血圧や糖尿病といった生活習慣
病予防についての情報提供を行い、健康の自己管理についての意識啓発を図
ります。 
また、健康教育等の活動により、健康管理に関する正しい知識の普及を図りま
す。 

・がん検診や健康診査、また妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、若者健診、予防
接種などについて、より一層の啓発を行うことにより、各種検診や健康診査の
必要性を伝え、疾病予防と早期の発見につなげます。 
また、かかりつけ医や関係機関との連携を図り、受診できる検診・健診の内容
の充実など、さらなる検討に努めます。 

・メタボリックシンドロームに着目した特定健診の結果から、生活習慣の改善な
どの特定保健指導を実施します。 

・男性の生活習慣病予防教室など、運動や食生活等の生活習慣の改善を目標とし
た教室を開催します。 
また、関係団体との連携を図り、地域のイベント等の様々な世代が集まる場に
出向き、生活習慣病についての健康教育・啓発活動を実施します。 

・県のやまぐち健幸アプリややまぐち健康マイレージ事業の普及を図り、生活習
慣改善に取り組むきっかけづくりを行います。 

複数のがん検診や健康診査な
ど、同じ日に一度に行える複
合の集団検診としました。 
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 今や国民の２人に１人は一生のうちに

１回はがんになると言われており、最近は

特に働く世代のがんが急増しています。今、健康でも、忙しくても、自分

のために、愛する家族のために、がん検診を受けてください。 

がんは早期に発見し早期に治療すれば、６割は治る※といわれています。早期発見するために

は、症状のない健康な今のうちに、定期的にがん検診を受けることが大切です。 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成３０年度） 

目 標 
（令和７年度） 

特定健診受診者数 616 人 増加 

特定健診受診者におけるメタボリックシンドロー

ムの割合 
22.9％ 減少 

がん検診受診者数（率） 

胃がん 182 人 

増加 

肺がん 339 人 

大腸がん 404 人 

乳がん 281 人 

子宮頸がん 173 人 

（データヘルス計画／山口県健康福祉部医療政策課） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定保健指導では運動や栄

養について振り返りを行

い、個人個人に合った生活

習慣の改善の方法を一緒に

考えています。 

「がん」は自分に関係な
いと思っていませんか 

 

http://1.bp.blogspot.com/-FEae2s3Bmlo/U-8HD76LgFI/AAAAAAAAk-4/NS0khORsfVc/s800/iryou_doctor_nurse.png
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生活習慣病とは、偏った食事、運動不足、ストレス、喫煙、飲酒等、主に長い間の生活

習慣が原因となる病気で、代表的なものに、脂質異常症、高血圧症、糖尿病があります。 

これらは、自覚症状がはっきり分かりにくく、気がつかないうちに動脈硬化が進み、つ

いには狭心症、心筋梗塞、脳卒中、閉塞性動脈硬化症等、重大な病気を引き起こしてしま

います。 

 
※ここでいう「治る」とは、がんと診断されてからの５年相対生存率です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画の成果目標】 

指 標 
現 状 

（平成 27年度） 

目 標 
（令和７年度） 

健康寿命 
（男性） 79.81歳 

延伸 
（女性） 85.34歳 

（山口県山口県健康福祉部健康増進課） 

「厚生労働省生活習慣病対策室」 

健康づくりは 
生活習慣の見直しから 
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指 標 

現 状 
平成２９年度 

目 標 
令和７年度 

栄
養
・
食
生
活 

主食・主菜・副菜のそろった食事を 1 日 2 回以上

とる人の割合（週 6 日以上） 
７９．０％ 増加 

塩分を控えるために取り組んでいる人の割合 ６７．４％ 増加 

栄養成分表示を参考にする人の割合 ３５．１％ 増加 

身
体
活
動 

・
運
動 

日常生活において、健康の維持・増進のために意識

的にからだを動かすように心がけている人の割合 
７１．０％ 増加 

休
養
・ 

こ
こ
ろ
の
健
康 

日常生活の中で悩みやストレスがある人の割合 ５８．１％ 減少 

自分なりのストレス解消法を持っている人の割合 ７０．７％ 増加 

飲
酒
・
喫
煙 

「節度ある適度な飲酒」が１日平均１合程度（清酒

換算）であることを知っている人の割合 
６１．１％ 増加 

喫煙者の割合 １６．３％ 減少 

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っている人の割合 ３９．９％ 増加 

歯
・
口
腔

の
健
康 

何でもかんで食べることができる人の割合 ７９．１％ 増加 

健
康
管
理 

特定健診受診者数 
（以下平成30年度） 

616 人 
増加 

特定健診受診者におけるメタボリックシンドロー

ムの割合 
22.9％ 減少 

がん検診受診者数 

胃がん 182 人 

増加 

肺がん 339 人 

大腸がん 404 人 

乳がん 281 人 

子宮頸がん 173 人 

健康寿命 

（男性） 
（平成２７年度） 

79.81歳 
延伸 

（女性） 
（平成２７年度） 

85.34歳 

 

 

 第三次 健康づくり計画成果目標一覧 第４章
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１ 計画の推進・評価体制 
 （1）健康づくり活動の推進体制 

  健康づくり活動の推進にあたっては、「平生町健康づくり推進協議会」を中心とした関係

団体及び地域の各種団体とこれまで以上に連携を強化し、意見等を聴取しながら、健康づく

りに関する施策について、総合的、計画的に推進していきます。 

 

 （2）計画の周知 

  本計画に掲げる基本方針に基づく健康づくり活動を推進するためには、住民や関係団体

等に計画の内容を周知し、行動を促していくことが必要です。 

  このため、広報紙やホームページ等による広報や、各種行事等の機会を通して、計画の周

知・浸透を図ります。 

 

 （3）計画の進行管理・評価 

  本計画を実効性あるものとして推進していくために、計画の進捗状況を把握し、計画的な

取り組みを進め、ＰＤＣＡサイクル「ＰＬＡＮ（計画の策定）」「ＤＯ（計画の実施・実行）」

「ＣＨＥＣＫ（計画の評価・検証）」「ＡＣＴＩＯＮ（計画の改善）」を基本に進行管理を行

います。 

  また、関係機関・関係団体等の提言・意見等を踏まえ、必要に応じて計画の変更や見直し

を検討し、年度ごとに目標達成に必要な取り組みの具体化と活動計画の立案、実施、評価、

改善を行います。なお、目標の達成状況の最終評価は、計画の最終年度に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＨＥＣＫ（評価） 

施策の実績値などに基づく 

成果・課題の評価 

ＰＬＡＮ（計画） 

計画の内容・方針に基く 

施策の実施計画の策定 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

成果・課題の評価から 

今後の計画の見直し 

施策の実施計画策定 

ＤＯ（実施） 

計画の内容・方針に基づく 

施策の実施 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ図】 

  健康づくりの推進体制 第５章 
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 （４）ＳＤＧｓの取り組みの推進 

  「平生町では、ＳＤＧｓの取り組みを推進します」 

 

 

 ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という視点を取り入れ、多様な主体によ

るパートナーシップによって持続可能な健康づくりの施策を推進する必要があります。 

 第三次健康づくり計画においては、「すべての人に健康と福祉を」の分野で、健康づくりや

健康寿命の延伸に取り組みます。 
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平生町健康づくり推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項に規定する市町村健康増進計

画及び食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条に規定する市町村食育推進計画の効

果的な推進を図るため、平生町健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

（職務） 

  第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び提言を行う。 

（１）健康づくり計画の策定に関すること 

（２）健康づくり計画の推進に関すること 

（３）健康づくり計画の効果検証に関すること 

（４）その他健康づくりに必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１）保健医療関係者           

（２）学識経験を有する者 

（３）福祉関係者 

（４）公共団体の役員又は構成員 

（５）公募委員 

（６）その他町長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めること

ができる。 

（任期） 

  第６条 委員の任期は３年とし、再選は妨げない。ただし、後任の選任まではその任にあるも

のとする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、平生町役場健康保険課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 
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附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平生町健康づくり計画策定委員会設置要綱は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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平生町健康づくり推進協議会委員名簿 

任期：令和 3 年 3 月 31 日まで 

事務局：平生町健康保険課 

 

 

 

 

 

 

 

選出機関及び団体名 氏  名 備 考 

平生町老人クラブ連合会代表 財 満  茂 樹 会長 

住民代表委員 岩 見  鈴 代 副会長 

平生町医師会代表 齋 藤  良 明  

歯科医師会代表 時 政  慎 史  

平生町学校代表 藤 友  秀 樹  

平生町民生委員児童委員協議会代表 清 水  丕 史  

平生町母子保健推進協議会代表 西 村  節 子  

平生町婦人会連絡協議会代表 松 浦  美 香  

平生町スポーツ推進委員代表 新 川  陽 子  

平生町商工会代表 今 村  成 利  

平生町食生活改善推進協議会代表 山 田  紀美代  

平生町生活改善実行グループ連絡協議会代表 中 本  和 子  

柳井健康福祉センター保健環境部副部長 林    雅  裕  

住民代表委員 柳 井  さつき  
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